
ＱＱＱＱ５５５５ 会社会社会社会社のののの経営状態経営状態経営状態経営状態がががが非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いのでいのでいのでいので、、、、整理解雇整理解雇整理解雇整理解雇されるのではないかとされるのではないかとされるのではないかとされるのではないかと心配心配心配心配

していますしていますしていますしています。。。。整理解雇整理解雇整理解雇整理解雇のののの要件要件要件要件についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。

ＡＡＡＡ５５５５ 整理解雇整理解雇整理解雇整理解雇とはとはとはとは、、、、不況不況不況不況によるによるによるによる事業事業事業事業のののの縮小縮小縮小縮小、、、、廃止廃止廃止廃止、、、、企業経営企業経営企業経営企業経営のののの合理化合理化合理化合理化をををを原因原因原因原因とすとすとすとす

るるるる人員整理人員整理人員整理人員整理（（（（従業員数従業員数従業員数従業員数のののの削減削減削減削減））））のためののためののためののための解雇解雇解雇解雇をいいますをいいますをいいますをいいます。。。。どんなどんなどんなどんな場合場合場合場合でもでもでもでも整理解整理解整理解整理解

雇雇雇雇がががが認認認認められるわけではなくめられるわけではなくめられるわけではなくめられるわけではなく、、、、客観的客観的客観的客観的にににに真真真真にやむをにやむをにやむをにやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに限限限限りりりり

許許許許されるものですされるものですされるものですされるものです。（。（。（。（労働契約法第労働契約法第労働契約法第労働契約法第１６１６１６１６条条条条））））

�解説�

■ 整理解雇の要素

判例によれば、その解雇が権利濫用になるか否かについて、次の４つの要素

が判断基準とされています。

①企業経営上、人員削減の高度の必要性が存すること

客観的に整理解雇をしなければならないほどの経営上の必要性があること。

②解雇を回避するための努力義務が尽くされていること

役員報酬のカット、配置転換、出向※、希望退職者の募集など、会社が解雇

を避けるための努力を十分に尽くしていること

※労働契約法第１４条では､権利濫用と認められる出向は､無効とすることを規定しています｡

③解雇される者の選定基準が客観的・合理的であること

解雇される者を選ぶ基準が客観的・合理的なものであり、その運用もまた合

理的であること

④解雇に至るまでに、労働者、労働組合に誠実に説明・協議したこと

解雇の必要性、時期、方法、規模、人選の基準について、事前に労働者や労

働組合に対し、納得を得るために、誠意をもって説明・協議がなされていること

■ どのような場合に解雇するかなど、退職に関することは、労働条件の重要な事

項です。このため、解雇・定年制等の退職に関する事項については、就業規則に

定めておかなければなりません。また、就業規則は、常時各作業場の見やすい場

所に掲示又は備え付けること、書面を交付すること等により労働者に周知しなけ

ればなりません。（労基法第８９条、第１０６条）

☆事業主の方へ

やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者・

障がい者、外国人を解雇する場合は、ハローワークに届出や通知を行うこと

が必要です。詳しくは最寄の労働局又はハローワークにお問い合わせくださ

い。（「労働相談機関」、１８ページ参照）



－ Ⅰ －

ＱＱＱＱ６６６６ 懲戒解雇懲戒解雇懲戒解雇懲戒解雇についてについてについてについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。

ＡＡＡＡ６６６６ 懲戒解雇懲戒解雇懲戒解雇懲戒解雇とはとはとはとは、、、、労働者労働者労働者労働者がががが職務規律職務規律職務規律職務規律にににに違反違反違反違反したしたしたした場合場合場合場合やややや、、、、著著著著しいしいしいしい非行非行非行非行があったがあったがあったがあった場場場場

合合合合にににに懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして行行行行われるわれるわれるわれる解雇解雇解雇解雇のことですのことですのことですのことです。。。。通常通常通常通常はははは、、、、即時即時即時即時になされになされになされになされ、、、、退退退退

職金職金職金職金のののの全部全部全部全部またはまたはまたはまたは一部一部一部一部のののの不支給不支給不支給不支給などなどなどなど、、、、労働者労働者労働者労働者にににに対対対対するするするする不利益不利益不利益不利益をををを伴伴伴伴うことがうことがうことがうことが多多多多いいいい

ものですものですものですものです。。。。

懲戒解雇懲戒解雇懲戒解雇懲戒解雇でもでもでもでも、、、、労基法労基法労基法労基法にににに定定定定められているめられているめられているめられている手続手続手続手続がががが必要必要必要必要ですですですです。「。「。「。「労働者労働者労働者労働者のののの責責責責にににに帰帰帰帰すすすす

べきべきべきべき事由事由事由事由」」」」としてとしてとしてとして解雇予告手当解雇予告手当解雇予告手当解雇予告手当をををを支払支払支払支払わずにわずにわずにわずに即時解雇即時解雇即時解雇即時解雇するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、事前事前事前事前にににに労働労働労働労働

基準監督署長基準監督署長基準監督署長基準監督署長のののの認定認定認定認定をををを受受受受けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません。。。。行政解釈行政解釈行政解釈行政解釈ではではではでは、、、、例例例例えばえばえばえば①①①①窃盗窃盗窃盗窃盗、、、、

横領横領横領横領、、、、傷害傷害傷害傷害などのなどのなどのなどの刑法上刑法上刑法上刑法上のののの犯罪犯罪犯罪犯罪をををを犯犯犯犯したときしたときしたときしたとき、、、、②②②②賭博賭博賭博賭博やややや風紀風紀風紀風紀をををを乱乱乱乱してしてしてして他他他他のののの労働者労働者労働者労働者

にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼしたときぼしたときぼしたときぼしたとき、、、、③③③③重大重大重大重大なななな経歴詐称経歴詐称経歴詐称経歴詐称があったときがあったときがあったときがあったとき、、、、④２④２④２④２週間以上無断欠週間以上無断欠週間以上無断欠週間以上無断欠

勤勤勤勤したときしたときしたときしたとき、、、、⑤⑤⑤⑤出勤不良出勤不良出勤不良出勤不良でででで何度注意何度注意何度注意何度注意してもしてもしてもしても改改改改めなかったときめなかったときめなかったときめなかったとき、、、、となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、３０３０３０３０日日日日

前前前前のののの解雇予告解雇予告解雇予告解雇予告によってによってによってによって保護保護保護保護するするするする必要必要必要必要もないほどのもないほどのもないほどのもないほどの重大悪質重大悪質重大悪質重大悪質なななな義務違反義務違反義務違反義務違反にににに限限限限られられられられ

ますますますます。。。。ただしただしただしただし、、、、労働基準監督署長労働基準監督署長労働基準監督署長労働基準監督署長のののの認定認定認定認定はははは、、、、解雇予告解雇予告解雇予告解雇予告がががが免除免除免除免除されるかどうかをされるかどうかをされるかどうかをされるかどうかを判判判判

断断断断したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、そのそのそのその解雇解雇解雇解雇がががが有効有効有効有効であるとであるとであるとであると認定認定認定認定するものではありませんするものではありませんするものではありませんするものではありません。。。。

�解説�

■ 懲戒解雇の要件

懲戒解雇は、会社の最も重い処分ですので、労働契約法第１５条では「使用者

が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労

働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を

欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと

して、当該懲戒は、無効とする。」と規定しています。判例でも、懲戒解雇を有効と

することには慎重な態度をとっており、次の要件が判断の基準とされています。

① 懲戒処分の事由と種類が就業規則に明確に定められていること

② 懲戒規定の内容が合理的であること

③ 規定に該当する懲戒事由（事実）があること

④ 規律違反の種類・程度その他の事情に照らして他の同僚や過去の例と

比べても平等な取扱いであること

⑤ 規律違反の種類・程度その他の事情に照らして懲戒解雇されてもやむ

を得ず相当であること

⑥ 解雇に至るまでに本人に弁明の機会を与える、労働組合と協議する、懲

戒委員会を開催して慎重に検討するなどの適正な手続を経ていること

⑦ 過去に既に懲戒処分の対象とされた事由について重ねて懲戒処分をす

ることは許されない

⑧ 当該行為がなされた後に制定された就業規則の懲戒事由に基づき、懲

戒処分することはできない



－ Ⅱ －

ＱＱＱＱ７７７７ 社長社長社長社長からからからから、、、、解雇解雇解雇解雇のののの通告通告通告通告（（（（予告予告予告予告））））をををを受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが、、、、納得納得納得納得できませんできませんできませんできません。。。。対処対処対処対処のののの

仕方仕方仕方仕方ですがですがですがですが、、、、どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに気気気気をつければよいですかをつければよいですかをつければよいですかをつければよいですか。。。。

ＡＡＡＡ７７７７ 解雇通告解雇通告解雇通告解雇通告をををを受受受受けたらけたらけたらけたら、、、、解雇理由解雇理由解雇理由解雇理由についてのについてのについてのについての証明書証明書証明書証明書のののの交付交付交付交付をををを受受受受けましょうけましょうけましょうけましょう。。。。まままま

たたたた、、、、退職時退職時退職時退職時のののの証明証明証明証明としてとしてとしてとして、、、、労働者労働者労働者労働者がががが使用者使用者使用者使用者にそのにそのにそのにその理由理由理由理由にににに関関関関するするするする証明書証明書証明書証明書をををを請求請求請求請求したしたしたした

場合場合場合場合にはにはにはには、、、、使用者使用者使用者使用者はははは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくこれをなくこれをなくこれをなくこれを交付交付交付交付すべきものとされすべきものとされすべきものとされすべきものとされ、、、、解雇解雇解雇解雇のののの場合場合場合場合にはにはにはには解解解解

雇理由雇理由雇理由雇理由をををを記載記載記載記載しなければならないとされていますしなければならないとされていますしなければならないとされていますしなければならないとされています。（。（。（。（労基法第労基法第労基法第労基法第２２２２２２２２条条条条））））

解雇理由解雇理由解雇理由解雇理由にににに納得納得納得納得できないならできないならできないならできないなら、「、「、「、「受受受受けけけけ入入入入れられないれられないれられないれられない」」」」とのとのとのとの意思意思意思意思をををを明確明確明確明確にににに使用者使用者使用者使用者にににに

伝伝伝伝えることがえることがえることがえることが大切大切大切大切ですですですです。。。。

納得納得納得納得していないのにしていないのにしていないのにしていないのに、、、、使用者使用者使用者使用者がががが一方的一方的一方的一方的にににに解雇予告手当解雇予告手当解雇予告手当解雇予告手当・・・・退職金退職金退職金退職金をををを支払支払支払支払ったったったった場場場場

合合合合にはにはにはには、、、、納得納得納得納得しないのであればしないのであればしないのであればしないのであれば、、、、本来本来本来本来はははは受受受受けけけけ取取取取らないらないらないらない方方方方がよいでしょうがよいでしょうがよいでしょうがよいでしょう。。。。解雇解雇解雇解雇をををを承承承承

認認認認したとしたとしたとしたと認認認認められることがありますめられることがありますめられることがありますめられることがあります。。。。もしもしもしもし、、、、受受受受けけけけ取取取取るるるる場合場合場合場合にはにはにはには、「、「、「、「解雇予告手当解雇予告手当解雇予告手当解雇予告手当ではではではでは

なくなくなくなく、、、、賃金賃金賃金賃金のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして受受受受けけけけ取取取取るるるる」」」」旨旨旨旨のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をををを明確明確明確明確にすることがにすることがにすることがにすることが必要必要必要必要ですですですです。。。。ここここ

のののの意思表示意思表示意思表示意思表示はははは証拠証拠証拠証拠としてとしてとしてとして残残残残しておくためにもしておくためにもしておくためにもしておくためにも、「、「、「、「内容証明郵便内容証明郵便内容証明郵便内容証明郵便」」」」※※※※でででで行行行行うううう方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと

思思思思われますわれますわれますわれます。。。。

※「内容証明郵便」とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような文書を差し出したか」という

ことを郵便局が証明する制度で、差出人は、５年以内に限り、差出郵便局の保管す

る謄本を閲覧し、その内容が内容証明郵便として差し出されたことの証明を受けるこ

とができます。差出時に、証明書と配達証明書（相手に配達されたことを証明してく

れるものです）の交付を受けておく方がよいでしょう。

�解説�

■■■■ 解雇理由解雇理由解雇理由解雇理由のののの確認確認確認確認

「解雇権の濫用」になるか否かの判断は、解雇理由がわからなければできない

ので、解雇理由を明らかにすることが必要です。労働者は解雇の予告をされた日

から退職の日までの間においても、解雇理由についての証明書を請求できます。

解雇理由は、「就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事

実関係」を具体的に記載しなければなりません。

■■■■ 雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの失業給付失業給付失業給付失業給付

他の求職者と同じように失業給付を受けると「解雇を承認した」と受け取られか

ねないので、失業給付は、解雇を争っている場合（裁判所、労働委員会、労働基

準監督機関に、提訴、申立、申請、申告など）には、「条件付給付」※を受けた方が

よいでしょう。

※ハローワークに係争中であることを証明するもの（裁判所に提訴、申立をしたことの

証明としての事件係属証明書、申立書のコピー等）の提出が必要です。



- 1 -

ＱＱＱＱ８８８８ 解雇解雇解雇解雇されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、納得納得納得納得できませんできませんできませんできません。。。。解決解決解決解決のためにはのためにはのためにはのためには、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方法方法方法方法がががが

ありますかありますかありますかありますか。。。。

ＡＡＡＡ８８８８ 解雇解雇解雇解雇をはじめをはじめをはじめをはじめ労働問題労働問題労働問題労働問題にににに関関関関するするするするトラブルトラブルトラブルトラブルはははは、、、、明明明明らかならかならかならかな法律違反法律違反法律違反法律違反のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには労働者労働者労働者労働者とととと使用者使用者使用者使用者とのとのとのとの自主的自主的自主的自主的なななな話話話話しししし合合合合いでいでいでいで解決解決解決解決していくことがしていくことがしていくことがしていくことが望望望望ましいましいましいましい

ことですがことですがことですがことですが、、、、当事者同士当事者同士当事者同士当事者同士によるによるによるによる話話話話しししし合合合合いがなかなかいがなかなかいがなかなかいがなかなか進進進進まないまないまないまない場合場合場合場合がみられますがみられますがみられますがみられます。。。。

そのようなときにはそのようなときにはそのようなときにはそのようなときには、、、、公的機関公的機関公的機関公的機関にににに相談相談相談相談してしてしてして適切適切適切適切ななななアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス・・・・あっせんなどをあっせんなどをあっせんなどをあっせんなどを受受受受

けるとともにけるとともにけるとともにけるとともに、、、、明明明明らかならかならかならかな法律違反法律違反法律違反法律違反のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、行政機関行政機関行政機関行政機関にににに行政指導行政指導行政指導行政指導をををを求求求求めることめることめることめること

になりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた、、、、労働組合労働組合労働組合労働組合をををを通通通通じてじてじてじて使用者使用者使用者使用者とととと交渉交渉交渉交渉するするするする方法方法方法方法がありますがありますがありますがあります。。。。

公的相談機関公的相談機関公的相談機関公的相談機関やややや労働組合労働組合労働組合労働組合をををを通通通通じてもじてもじてもじても解決解決解決解決しないしないしないしない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、裁判裁判裁判裁判

手続手続手続手続のののの方法方法方法方法（（（（民事調停民事調停民事調停民事調停のののの申立申立申立申立、、、、仮処分仮処分仮処分仮処分のののの申立申立申立申立、、、、本訴本訴本訴本訴））））によることになりますによることになりますによることになりますによることになります。。。。

�解説�

■ 公的相談機関の利用（「労働相談機関」、１７ページ～参照）

相談機関としては、しごと相談・支援センター、総合労働相談コーナー（熊本労働局

企画室内、熊本労働基準監督署内、八代労働基準監督署内、菊池労働基準監督署

内の４か所）、各労働基準監督署等があります。

また、熊本県労働委員会及び熊本労働局（紛争調整委員会）では、個別労働関係

紛争について、「あっせん（紛争当事者の間に入り、紛争当事者間の調整を行い、話

し合いを促進して自主的な解決の手助けをするもの）」を行っています。

■ 労働組合を通じての交渉

労働組合に加入しているならば、加入している労働組合を通じて、解雇の撤回を求

めて交渉する方法があります。もし、労働組合がない場合又は加入していない場合に

は、どこの会社に勤務していても個人で加入できる労働組合（ユニオン）もあります。

■ 裁判手続

最初から裁判手続をとる場合もありますし、公的相談機関や労働組合を通じても解

決しない場合に、やむを得ず裁判手続をとる場合もあります。

裁判手続としては、次のものがあります。

① 民事調停の申立

解雇の撤回と未払賃金の支払を求める調停の申立

② 仮処分の申立

解雇無効により社員の地位があることを仮に定めることと給料の仮払いを求

める仮処分の申立

③ 本訴

解雇の無効により社員の地位があることの確認と給料の支払いを求める本

裁判

④ 労働審判制度

地方裁判所において裁判官１人と労働関係についての専門的な知識・経験

を有する審判員２名により、調停ならびに審判により、３か月程度の短期間での

解決を図るもの
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